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1.3 原子炉格納施設雰囲気の監視等 

＜１～４号機＞ 

○ １～３号機の原子炉格納容器内の気体を原子炉格納容器ガス管理設備（Ⅱ.2.8参照）に

て抽気・ろ過等を行い，放射線管理関係設備（Ⅱ.2.15 参照）により放射性物質濃度及

び量を監視するとともに，環境へ放出される放射性物質を達成できる限り低減する。 

○ １～３号機の原子炉格納容器内の気体を原子炉格納容器ガス管理設備（Ⅱ.2.8参照）に

て抽気し，原子炉圧力容器内・原子炉格納容器内監視計測器（Ⅱ.2.9参照）にて短半減

期核種の放射能濃度を監視することで，未臨界状態の監視を行う。また，臨界の可能性

は極めて低いと考えられるが，原子炉圧力容器・格納容器ホウ酸水注入設備（Ⅱ.2.4

参照）により臨界を防止する。 

＜５・６号機＞ 

○ 原子炉格納容器，原子炉格納容器バウンダリを構成する機器（Ⅱ.2.20 参照）を健全な

状態に維持・管理する。 

 


